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本県における「協議の場」の進め方（案）について
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◼ R5以降、各圏域の調整会議を外来機能報告に関する協議の場として位置づけ、紹介受診重点医療

機関の状況及び新規開設医療機関への働きかけ等について報告・協議を実施してきたところ。

◼ R6には、本土地区を中心とする調整会議に専門部会・ワーキンググループ等を設置し、慢性期・

回復期の病院、在宅医療・介護等の関係者をメンバーに追加の上、連携に向けた協議を実施。
本県にお
ける直近
の取組

調整会議

市町にお
ける取組

◼ 各市町では在宅医療・介護連携推進事業に取り組まれており、R6に県では地域ごとのデータ分析

や市町との意見交換会等を実施し、今後県は市町に応じた支援を強化することとしている。この

他、各市町ではそれぞれの地域が抱える医療課題に応じた取組も行われている。

◼ 調整会議を主たる協議の場と位置づけ、県は医療機関から報告されたかかりつけ医機能報告の結

果を調整会議に報告する。

◼ 県と市町等で事前に検討したうえで、調整会議において「協議の場」で扱うテーマ等を決定し、

圏域単位での協議が必要な場合は調整会議で議論を行う。

協議の場
の進め方
（案）

調整会議
の活用

◼ 市町の担当部局は、調整会議で報告されたかかりつけ医機能報告の結果データ及び委員意見等を

持ち帰り、市町における協議の場（既存の会議体で可）で地元関係者に報告し、各市町が抱える

課題・対応策等について協議を行う。

市町単位
での協議

◼ 市町単位で協議を行った結果は各圏域の調整会議に報告するとともに、住民や医療・介護関係者

等にわかりやすいよう、県ホームページにおいて公表する。
報告・
公表

令和８年度からの協議開始に向け、本県における「協議の場」の進め方を以下のとおりとしてはどうか。

○本県における既存会議の活用として、県が各圏域ごとに開催している「地域医療構想調整会議」（以下「調整会議」と

いう。）や、市町が開催している既存の会議体の活用が考えられる。

○本県における直近の取組状況を踏まえつつ、今回スタートするかかりつけ医機能報告の情報も活用し、各地域において

自主的な課題解決を促す「協議の場」の設置を目指す。



令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 ※以降毎年度繰り返す

本県における「協議の場」立ち上げまでのスケジュール（案）
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地域医療構想調整会議

⚫ かかりつけ医機能報告
制度の周知

⚫ 本県における「協議の
場」の進め方（本案）
についての協議

（市町の医療・介護部局
にも参加を依頼）

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告

協

議

の

場

１～３月

医療機関
から県へ
定期報告
（初回）

４～６月

県が報告
内容を集
計・分析

４～６月

県と市町
でテーマ
等を事前
に検討

地域医療構想調整会議（圏域単位）

⚫ かかりつけ医機能報告の結果報告

⚫ 複数市町をまたがるテーマの協議

市町における協議の場
(従来から各市町で開催している在宅医療・介護
連携会議、地域医療審議会、医療提供体制のあり

方検討委員会等の既存の会議体で可)

⚫ 市町単位でのかかりつけ医機能等に関
する協議

協 議 の 場

※調整会議には、専門部会またはWG等を含む。
また、各圏域の調整会議で議論した内容等は県全体会に報告を行う。

○R7年度中の調整会議で関係者による議論を行ったうえで、R8年度からの協議開始を目指す。

調整会議で報告されたデー
タ・意見等を市町が持ち帰
り、地域の関係者へ報告
【１回目調整会議後等】

市町が地域の関係者で
話し合った結果を調整
会議で報告
【２回目調整会議等】



本県における「協議の場」の進め方（案）に関するQ＆A
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Q1 協議の場で話し合うテーマは、誰がどのよう

に決定するのか。

A1 各年度の４～６月頃までに、市町担当部局と県（保健所・医

療政策課・長寿社会課等）で各地域での課題や取組状況等を勘

案しながら決定していくことを想定しています。
（例：〇〇圏域でのテーマは「円滑な入退院の体制構築」、

〇〇市でのテーマは「看取りに対応できる体制構築」等）

Q2 協議の場で話し合うテーマは、圏域単位で統

一する必要があるか。

A2 テーマは圏域内の各市町で異なることも考えられるため、市

町ごとに設定することも可とします。

Q3 市町の既存の会議体で協議で行い、調整会議

へ報告する仕組みとしたのはなぜか。

A3 国が検討中の新たな地域医療構想では、入院医療だけでなく、

外来・在宅医療、介護との連携等を含む医療提供体制全体の課

題解決を図る方針が示されてされており、今後地域の関係者に

よる協議は不可欠になると考えられます。在宅医療や介護連携

等は市町単位で完結する場合が多く、毎年テーマを設定して議

論を行い、調整会議へ報告する仕組みとすることで、地域の関

係者が課題解決に向けた自主的な議論を行う契機としていただ

きたいと考えます。

Q4 市町における協議の場から調整会議への報告

はどのような内容・形式のものか。また、必ず

報告を行わなければならないか

A4 今後、国が示す予定のガイドライン等を踏まえ、統一した報

告様式を検討したいと考えていますが、事務負担の増大につな

がらないよう、比較的簡素なものを想定しています。その上で、

報告は原則として必須とさせていただくことを想定しています。

Q5 市町の在宅医療・介護連携会議等への県のか

かわり方は。

A5 県（保健所・医療政策課・長寿社会課等）は、現状把握のた

めのデータ提供、課題設定等に関する相談対応、必要に応じた

市町における協議の場への参加など、継続的な支援を行うこと

を想定しています。

Q6 協議を進めるうえでの「地域のキーパーソ

ン」についてどう考えるか。

A6 各圏域において検討していただくことになりますが、基本的

には既存の会議体の会長を務めていただいている医師等を想定

しています。

※上記は現時点での考え方を示したもので、変更となる場合があります。
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